
幼保連携型認定こども園
の設置の認可に係る
申請書及び添付書類

平成２８年１月３０日

資料２



施設の名称：                    

 

 

様式第１号 

平成  年  月  日 

 

青森市長     様 

 

 

                     法 人 名  

                     住   所  

                     代表者氏名              印 

 

 

幼保連携型認定こども園の設置の認可申請書 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第１７条第１項の幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けたいので、関係書類を添えて下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 幼保連携型認定こども園の名称 

   

 

２ 幼保連携型認定こども園の所在地 

   

 

３ 幼保連携型認定こども園の長となるべき者の氏名 

   

 

※就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２６条の規定により準用する学校教

育法第１０条の届出を兼ねる。 

 

４ 開設の時期 

  平成  年  月  日 

 

５ 幼保連携型認定こども園の目的 

   

 

 

 

 

 



施設の名称：                    

 

 

６ 教育及び保育の目標並びに主な内容 

  （教育及び保育の目標） 

 

 

 

   

 

  （主な内容） 

  

 

  

 

７ 幼保連携型認定こども園において教育及び保育を行う子どもの数（利用定員）   （単位：人） 

 

８ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成２６年内

閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）第２条各号に掲げる事業のうち、幼保連携型認定こども園

が実施する子育て支援事業 

※実施する事業に○を記入すること。 

 保育を必要とする子ども 

以外の子ども（満３歳以上） 

保育を必要とする子ども

（満３歳以上） 

保育を必要とする子ども

（満３歳未満） 
合 計 

人 

数 

５歳 ４歳 ３歳 計 ５歳 ４歳 ３歳 計 ２歳 １歳 ０歳 計 

             

実施する事業 事 業 の 内 容 

 

地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子

どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報

の提供及び助言その他必要な援助を行う事業  

 
地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保

護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業  

 
保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難と

なった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅において保護を行う事業  

 
地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行う

ことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業 

 
地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の

提供及び助言を行う事業 



施設の名称：                    

 

提出書類は、日本工業規格Ａ４版又はＡ３版とすること。 

網掛け部分の書類は、必要な施設のみ提出すること。 

幼保連携型認定こども園の設置の認可申請書の添付書類 

 

 

様式番号 

 
添付資料 添 付 書 類 

申請者 

確認欄 

 １－１ 法人の履歴事項全部証明書（申請日から３か月以内）  

第２号  職員配置計画表  

第３号  職員名簿   

 ３－１ 職員に関する教育職員免許状、保育士証等資格を証明する書類（写）  

第４号  幼保連携型認定こども園の園長等の資格に関する書類   

 ４－１ 園長等の履歴書  

第５号  誓約書  

第６号  施設概要調書  

 ６－１ 建物の建築確認通知書及び検査済証の写し  

 ６－２ 建物の全部事項証明書（申請日から３か月以内）及び使用の権利を証明する書類  

 ６－３ 土地の全部事項証明書（申請日から３か月以内）及び使用の権利を証明する書類  

 ６－４ 施設の案内図（近隣の交通機関等からの施設までの道順を記載した図面） 

・配置図（園舎・園庭等、敷地上の施設・設備の配置状況を記載した図面） 

 

 ６－５ 建物の各階平面図（用途及び面積を記載したもの）・立面図  

 ６－６ 建物内外主要部分の写真  

 ６－７ 公図（申請日から３か月以内、法務局で取得できない場合は不要）  

 ６－８ 地積測量図（申請日から３か月以内、法務局で取得できない場合は不要）  

 ６－９ 他の施設と兼ねる設備の概要がわかる書類  

 ６－１０ 園具及び教具の一覧表等  

第７号  施設整備調書   

第８号  施設設備調書（保育室等を２階に設置する場合）   

 ８－１ 各項目について証明する写真や書類等の写し  

第９号  施設設備調書（保育室等を３階以上に設置する場合）   

 ９－１ 各項目について証明する写真や書類等の写し  

第１０号  運営に関する計画書  

第１１号  教育及び保育に従事する職員の研修計画   

第１２号  研修計画表  

第１３号  満３歳以上の園児に対する外部搬入実施に関する調書   

 １３－１ 満３歳以上の園児に対する外部搬入に係る受託業者との契約書の写し又は案  

 １３－２ 満３歳以上の園児に対する外部搬入に係る受託業者の有する営業許可等の写し  

 １３－３ 調理機能を有する設備の概要がわかる資料（写真等）  

第１４号  自園調理により食事を提供する園児が２０人に満たない場合の調理設備に関する調書  

 １４－１ 調理設備の概要がわかる資料（写真等）  

 １５ 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程（園則）  

 １６ 経費の見積り及び維持方法を記載した書類  



施設の名称：                    

 

様式第２号 

職員配置計画表 

※ この表において配置する職員は、副園長・教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の１８第１項 

の登録を受けたものに限る。下線部は青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の施行日から５年間、「又は」とすることがで 

きる。）、保育教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する職員であること。 

 

  

  

子どもの 

年  齢 

（３月３１日

時点での 

満年齢） 

 

子 ど も の 

年齢ごとの人数 

必要な職員の数（Ａ） 
実 配 置 職 員 数

（Ｂ） 
学 級 数（Ｃ） 

学 級 担 任 数

（Ｄ） 

・計算式 

①＝a×1/3 

②＝(b+c)×1/6 

③＝d×1/20 

④＝(e+f)×1/30 

・職員の常勤職員相当数

（次頁の計算表で求め

る値）を記載すること。 

・必要とする職員数（⑥）

以上とすること。 

・満３歳児以上の園児に

ついて学級を編制す

ること。 

 

・常勤で専任の職員を配

置すること。 

・学級数（⑦）以上の配

置とすること。 

 

０歳児 人 a ①      人  

 

 

 

小数点第２位 

  切り捨て 

  

１歳児 人  b 
②      人 

２歳児 人  c 

３歳児 人  d ③      人 学級  人  

４歳児 人  e 
④      人 

学級  人  

５歳児 人  f 学級  人  

計 人   ⑤合計：   人 ①～④の合計 人 ⑦        学級  人  

           必要とする職員数 

・園長が専任でない場合は、１人 

追加すること。 

⑥      人 ⑤の小数点第１位

を四捨五入 

  



施設の名称：                    

 

（教育・保育に従事する職員の常勤職員相当数計算表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（②の内訳） 

月当たりの労働時間 小計 人数 

１日  時間×１月当たり   日＝   時間 時間 ×  人＝    時間 

１日  時間×１月当たり   日＝   時間 時間 ×  人＝    時間 

１日  時間×１月当たり   日＝   時間 
時間 ×  人＝    時間 

１日  時間×１月当たり   日＝   時間 

 

〔記入上の注意〕 

※１ 常勤職員は実人数、非常勤職員は常勤換算値により算定すること。 

※２ 非常勤職員を必要とする職員数の一部に充てる場合の条件は、次のとおりとすること。 

①学級担任は専任かつ常勤の者とすること。 

②常勤の教育・保育に従事する者が各組や各グループに１名以上（乳児を含む各組や各グループであって当該組・グループに係る配置基準上の定数が 

２名以上の場合は、１名以上ではなく２名以上）配置されていること。 

③常勤の教育・保育に従事する者に代えて非常勤の教育・保育に従事する者を充てる場合の勤務時間数が、常勤を充てる場合の勤務時間数を上回るこ 

 と。 

※３ 「常勤職員の１か月当たり勤務時間」は、就業規則等で施設が定めている数値を用いること。 

【参考】 

 「常勤職員の１か月当たり勤務時間」は、労働基準法における法定労働時間が週４０時間であるため、これを月当たりに換算した１７３時間が原則的には 

最大時間となる。 

（週４０時間×５２週＝２，０８０時間÷１２か月＝１７３．３時間／月） 

  

① 非常勤職員数 ② 非常勤職員の 

１か月当たり 

勤務時間の合計 

 （非常勤の者全員） 

③ 常勤職員の 

１か月当たり 

勤務時間 

 （常勤１人分）  

④ 常勤換算人数（②÷③） 

（小数点第１位を四捨五入） 

②＜③のときは算入不可 

⑤ 常勤職員数 

 

⑥ 常勤職員相当数（④＋⑤） 

前頁の「実配置職員数」と同じ

数値を記載 

 

人 

 

時間 

 

時間 

 

人 

 

人 

 

人 



施設の名称：                    

 

様式第３号 

職員名簿 

（１）園長、副園長（教頭）、保育教諭等（主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭）、助保育教諭及び講師 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 職 名（※１） 氏 名 

従 事 内 容（※２） 
勤務形態 

（※４） 
保有する資格（※４） 

学級 

担任 
勤 務 時 間 帯 （※３） 

１ 園長   

□専任 

□兼任 
様式第４号で確認 

□常勤 

□非常勤 

２ 副園長（教頭）  

 
□専任 

□兼任 
様式第４号で確認 

  
□常勤 

□非常勤 

３ 主幹保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士資格 □有   □看護師等 

４ 指導保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士資格 □有   □看護師等 

５ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士資格 □有   □看護師等 



施設の名称：                    

 

（２枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 職 名（※１） 氏 名 

従 事 内 容（※２） 
勤務形態 

（※４） 
保有する資格（※４） 

学級 

担任 
勤 務 時 間 帯 （※３） 

６ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有  □看護師等 

７ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有   □看護師等 

８ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有   □看護師等 

９ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有   □看護師等 

１０ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録  □有  □看護師等 



施設の名称：                    

 

（３枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 職 名（※１） 氏 名 

従 事 内 容（※２） 
勤務形態 

（※４） 
保有する資格（※４） 

学級 

担任 
勤 務 時 間 帯 （※３） 

１１ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有   □看護師等 

１２ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有   □看護師等 

１３ 保育教諭  

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有   □看護師等 

１４ 
看護師 

（みなし保育教諭） 
 

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有  □看護師等 

１５   

 
□常勤 

□非常勤 

教諭免許状 
□有効 □更新中 

□休眠 □更新不要 

  保育士登録 □有  □看護師等 



施設の名称：                    

 

〔記入上の注意〕 

※１ 園長、副園長（教頭）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師は、施設で作成している職務分担表等に基づき記入すること。 

 

※２ 学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭（以下「保育教諭等」という。）を１人以上置き、該当者は学級担任の欄に○をつ

けること。学級ごとに担当する保育教諭等の配置について、特別の事情があるときは、当該保育教諭等は専任の副園長（教頭）が兼ね、又は学級数の

３分の１の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。 

また、従事内容欄は、教育・保育を担当する園児の年齢区分を記載すること。 

なお、副園長（教頭）で幼稚園の教諭免許状を有し、園児の教育及び保育に直接従事する場合は、従事内容欄に担当内容を記載すること。 

 

※３ 勤務シフト等の設定で、勤務時間が変動する場合は、複数の配置例のうち１例を記載すること（次頁の「教育・保育に従事する職員の勤務時間一覧表」

にも記載すること。）とし、開所時間中において、最低基準を上回る配置とすること。 

 

※４ 園長、副園長及び園児の教育及び保育に直接従事する職員は、勤務形態及び保有する資格について、次のとおりチェックすること。 

また、免許状の写し等、資格を証明する資料（園長、副園長（教頭）は、免許状の写し等の他、「幼保連携型認定こども園の園長等の資格に関する書類

（様式第４号）」）を添付すること。なお、園児の教育及び保育に直接従事する職員は、他の施設の職員と兼ねることができない。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５ 平成３２年３月３１日までの期間に限り、乳児４人以上が利用する幼保連携型認定こども園に勤務する看護師又は保健師を、１人に限り、保育教諭と

みなすことができる。対象者は、職名欄に「看護師（又は保健師）（みなし保育教諭）」と記載し、保有する資格欄の「看護師等」にチェックすること。

なお、みなし保育教諭となった看護師又は保健師は、学級担任となることができない。 

分   類 項   目 内    容 

勤務形態 専 任 申請のあった施設のみにおいて教育及び保育に従事する職員 

兼 任 申請のあった施設に加え、他の教育・保育施設等において教育及び保育に従事する職員 

常 勤 各施設の就業規則で定める勤務時間を通じて勤務する形態 

非 常 勤 各施設の就業規則で定める勤務時間の一部を勤務する形態 

教諭免許状 有 効 保有する免許状について、修了期限確認日又は有効期間満了日を経過していない場合 

更 新 中 保有する免許状について、更新手続中の場合 

休 眠 保有する免許状について、修了期限確認日又は有効期間満了日を経過している場合 

更 新 不 要 免許保有者が、昭和３０年４月１日以前の生年月日である場合 

保育士登録 有 保育士登録を行っている場合 

看 護 師 等 保健師資格又は看護師資格を保有しており、保育教諭としてみなす場合 

（教諭免許状を有し、当該免許状が休眠状態でないとき又は保育士登録を行っている場合を除く。） 



施設の名称：                    

 

（教育・保育に従事する職員の勤務時間一覧表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の開園時間 ～ 
保育標準時間 ～ 

保育短時間 ～ 

番号 名   前 担当園児 
勤  務  時  間（休憩時間を含めて記載すること。） 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

１                    

２                    

３                    

４                    

５                    

６                    

７                    

８                    

９                    

１０                    

１１                    

１２                    

１３                    

１４                    

１５                    

 



施設の名称：                    

 

 （２）調理員、養護教諭等（主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭）及び看護師等（看護師、保健師及び准看護師） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記入上の注意〕 

※１ 職務分担表等に基づき記入すること。 

※２ 専任、兼任の別をチェックすること。 

※３ 養護教諭等及び看護師等については資格を記載し、別途、免許状の写し等、資格を証明する資料を添付すること（その他の職種は記載不要）。 

※４ 満３歳以上の園児に対する給食の外部搬入を行う場合、調理員は設置しないことができる。(外部搬入を実施する場合は様式第１３号を作成する 

こと。) 

  

番号 職 名（※１） 氏 名 従 事 内 容 勤務形態（※２） 
保有資格名 

（※３） 

１ 調理員   □専任  □兼任  

２ 調理員   □専任  □兼任  

３ 養護教諭   □専任  □兼任  

４ 保健師   □専任  □兼任  



施設の名称：                    

 

 （３）事務員、用務員等その他必要な職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記入上の注意〕 

※１ 職務分担表等に基づき記入すること。 

※２ 専任、兼任の別をチェックすること。 

    ※３ 園児の送迎等で車両運転の業務に携わる者は、保有する運転免許証の名称を記載し、その写しを添付すること。 

   

番号 職 名（※１） 氏 名 従 事 内 容 勤務形態（※２） 

 

保有資格名 

１ 事務員   □専任  □兼任  

２ 用務員   □専任  □兼任  

    □専任  □兼任  

    □専任  □兼任  

    □専任  □兼任  



施設の名称：                    

 

様式第４号 

平成  年  月  日 

 

幼保連携型認定こども園の園長等の資格に関する書類 

【園長又は副園長（教頭）の職氏名】 

□園長  

□副園長（教頭） 
の氏名  

【資格等の内容】 

 資格等の内容について、適用する条のいずれかにチェックを入れ、その内容を記載すること。 

□規則第１２条（資格の状況及び職の経験についてチェックを入れ、職の経験年数を記載すること。） 

資格 ・教諭の専修免許状又は一種免許状 

□有効  □更新中 □休眠 □更新不要 

・保育士登録 

□有 

職の経験 □学校及び専修学校の校長 □児童福祉施設及び認定こども園の保育機能

施設の長 

（実務経験  年  か月） （実務経験  年  か月） 

□学校及び幼保連携型認定こども園の職員等 □児童福祉施設及び認定こども園の保育機能

施設の職員等 

（実務経験  年  か月） （実務経験  年  か月） 

（職名：                ） （職名：                ） 

□その他の職員（第１２条第  号に該当） □その他の職員（第１２条第  号に該当） 

（実務経験  年  か月） （実務経験  年  か月） 

（職名：                ） （職名：                ） 

※職の経験は５年以上であること。 

 

□規則第１３条（資格者と同等の能力を有すると認められる事由について記載すること。） 

資格者と

同等の能

力を有す

ると認め

られる事

由 

 

※園長、副園長（教頭）それぞれについて、１部ずつ作成し、履歴書を添付すること。  

規則：就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則  



施設の名称：                    

 

（参考） 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（抄） 

第１２条 園長の資格は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）による教諭の専修免許状又は一種

免許状を有し、かつ、児童福祉法第１８条の１８第１項の登録を受けており、及び、次に掲げる職に５年

以上あることとする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校及び同法第１２４条に規定する専修学

校の校長（幼保連携型認定こども園の園長を含む。）の職 

 (2) 学校教育法第１条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授（学校教育法の一部を

改正する法律（平成１７年法律第８３号）による改正前の学校教育法第５８条第１項及び第７０条第１

項に規定する助教授を含む。）、助教、副校長（幼保連携型認定こども園の副園長を含む。）、教頭、主幹

教諭（幼保連携型認定こども園の主幹養護 教諭及び主幹栄養教諭を含む。）、指導教諭、教諭、助教諭、

養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師 （常

時勤務の者に限る。）及び同法第１２４条に規定する専修学校の教員（以下この条において「教員」と

いう。）の職 

 (3) 学校教育法第１条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員（単純な労務に雇用され

る者を除く。以下この条において同じ。）、実習助手、寄宿舎指導員（学校教育法の一部を改正する法律

（平成１３年法律第１０５号）による改正前の学校教育法第７３条の３第１項に規定する寮母を含む。）

及び学校栄養職員（学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第７条に規定する職員のうち栄養教諭以

外の者をいい、同法第６条に規定する施設の当該職員を含む。）の職 

 (4) 学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第９６号）第１条の規定による改正前の学校教

育法第９４条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制（昭和

２１年勅令第２０８号）第１条の規定による教員養成諸学校の長の職 

 (5) 前号に掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職 

 (6) 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の

課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける第１号から第３号までに掲げる者に準ず

るものの職 

 (7) 前号に規定する職のほか、外国の学校における第１号から第３号までに掲げる者に準ずるものの職 

 (8) 少年院法（昭和２３年法律第１６９号）による少年院又は児童福祉法による児童自立支援施設（児童

福祉法等の一部を改正する法律（平成９年法律第７４号）附則第７条第１項の規定により証明書を発行

することができるもので、同条第２項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児

童福祉法（以下この号において「旧児童福祉法」という。）第４８条第４項ただし書の規定による指定

を受けたものを除く。）において矯正教育又は指導を担当する者（旧児童福祉法第４４条に規定する救

護院（同法第４８条第４項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。）において指導を担当する

者を含む。）の職 

 (9) 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設及び法第３条第３項に規定する連携施設を構成す

る保育機能施設の長の職 

 (10) 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設及び法第３条第３項に規定する連携施設を構成

する保育機能施設において児童の保育に直接従事する職員の職 

 (11) 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設及び法第３条第３項に規定する連携施設を構成

する保育機能施設の事務職員の職 

 (12) 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第１０項に規定する小規模保育事

業、同条第１１項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第１２項に規定する事業所内保育事業（以

下この条において「家庭的保育事業等」という。）の管理者の職 

 (13) 家庭的保育事業等において児童の保育に直接従事する職員の職 

 (14) 家庭的保育事業等における事務職員の職 

 (15) 第１号から前号までに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育（教育基本法（平成１

８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育以外の教 育

を含む。以下この号において同じ。）若しくは児童福祉に関する事務又は教育若しくは児童福祉を担

当する国家公務員又は地方公務員（単純な労務に雇用される者を除く。）の職 

 (16) 外国の官公庁における前号に準ずるものの職 



施設の名称：                    

 

様式第５号 

 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第

１７条第１項の幼保連携型認定こども園の設置の認可申請を行うに当たり、下記の事項について誓約しま

す。 

 

記 

 

１ 申請者及びその役員等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

１７条第２項各号に掲げる基準に該当しないこと。 

 

２ 青森市子どもの権利条例（平成２４年青森市条例第７３号）の基本的な考え方を踏まえつつ、園児の人

権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うこと。 

 

３ 設置者及び職員は、暴力団員（青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者のいずれ

にも該当せず、また、将来においても該当しないこと。 

 

４ 園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしな

いこと。 

 

５ 設置者は、その職員が、園児に対し、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の１０各号に

掲げる行為その他当該園児の心身に影響を与える行為をしないように必要な措置を講じること。 

 

６ 園長は、児童福祉法第４７条第３項の規定により懲戒に関し園児の福祉のために必要な措置をとると

きは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用しないこと。 

 

７ 園具及び教具を常に改善し、補充すること。 

 

８ 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科について、その園児の心身の状況に適合する

ように課すこと。 

 

平成  年  月  日 

 

青森市長 様 

 

〔設置者（法人）の所在地〕 

住 所  

 

〔設置者（法人）の名称〕 

 

 

（ふりがな）                               

法人の代表者 氏 名                ㊞   

 

（ふりがな）  

施 設 の 長 氏 名                ㊞   

 

 

誓約書 



施設の名称：                    

 

（参考） 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（抄） 

第１７条 略 

２ 都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第１３条第１項の条例で定める基準に適 

合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。 

(1) 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定に 

より罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 (2) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執 

行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 (3) 申請者が、第２２条第１項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経 

過しない者であるとき。ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのう 

ち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型 

認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当 

該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可 

の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに 

該当する場合を除く。 

 (4) 申請者が、第２２条第１項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定によ 

る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定に

よる幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当

該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

 (5) 申請者が、第１９条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に 

基づき第２２条第１項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが 

見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた 

日から１０日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に前項の規定に 

よる幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当 

該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

 (6) 申請者が、認可の申請前５年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者である 

とき。 

 (7) 申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

  ロ 第１号、第２号又は前号に該当する者 

  ハ 第２２条第１項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消し 

の処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日前６０日以内にその幼保連携型認定 

こども園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しない 

もの（当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処 

分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者 

による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の 

当該事実に関して当該幼保連携型認定こ 

ども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しない 

こととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除 

く。） 

  ニ 第４号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園（当該廃止につい 

て相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。）において、同号の通知の日前６０日以内にそ 

の設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して５年を経過しないもの 

３～７ 略 

 



施設の名称：                    

 

様式第６号 

施 設 概 要 調 書 

 

１ 園舎及び園庭の状況 

 （１）園舎と園庭の位置関係 ［□同一敷地内 □隣接敷地内 □その他］ 

※「その他」の場合は、「施設整備調書（様式第７号）」中、追加の園庭設置に係る移行特例の部分を 

記載し、提出すること。 

 

 （２）園舎及び土地の状況 

 

（３） 面積関係 

項 目 摘 要 備 考 

園 舎 の 

建 築 面 積 
．  ㎡ 

次の書類を添付すること。 

①施設の案内図・配置図②建物の各階平面図・立面図 

③建物内外主要部分の写真 

園 庭 の 面 積 ．  ㎡ 
次の書類を添付すること。 

①公図②配置図③地積測量図 

そ の 他 ．  ㎡  

合 計 ．  ㎡ 登記簿上の園地の面積と一致すること。 

 

項 目 摘 要 備 考 

園 舎 の 構 造 

① 構造             造 

② 階数   （□平屋 ・□       階建） 

③ 耐火構造 （□耐火建築物・□準耐火建築物・□その他） 

建物の建築確認通知書

及び検査済証の写しを

添付すること。 

園 舎 の 

利 用 形 態 

①□ 自己所有  

②□ 賃貸借（使用貸借）（契約期間   年） 

③□ その他  

【使用の期限：平成  年  月  日】（②又は③の場合） 

建物の登記簿謄本及び

使用の権利を証明する

書類（契約書の写し等）

を添付すること。 

土地の利用形態 

①□ 自己所有  

②□ 賃貸借（使用貸借）（契約期間   年） 

③□ その他 

【使用の期限：平成  年  月  日】（②又は③の場合） 

土地の登記簿謄本及び

使用の権利を証明する

書類（契約書の写し等）

を添付すること。 



施設の名称：                    

 

２ 設備の状況 

 

３ 園具及び教具の状況 

  ※園で所有する園具及び教具が確認できる一覧表等（様式自由・備品台帳等によって代えることも可）

を添付すること。 

 

 

 

 

  

室・設備の名称 室 数 設 置 階 延 床 面 積 備 考 

保 健 室 室  

 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要が

わかる書類を添付すること。 

・保健室と職員室を兼用する場合は一

方のみに記載すること。 

職 員 室 室 

小 計 室 

乳 児 室 室 □１階 

□２階 

□３階以上 

．  ㎡ ・設置階にチェックを入れること。 

・２階以上に設置する場合は、「施設設

備調書（様式第８号、第９号）」を作

成し提出すること。 

・兼用の場合は一方のみに記載するこ

と。 

ほ ふ く 室 室 ．  ㎡ 

小 計 室 ．  ㎡ 

保 育 室 室 □１階 

□２階 

□３階以上 

．  ㎡ ・設置階にチェックを入れること。 

・２階以上に設置する場合は、「施設設

備調書（様式第８号、第９号）」を作

成し提出すること。 

・満３歳以上の園児が利用する保育室

の数は、学級数以上であること。 

遊 戯 室 室 ．  ㎡ 

小 計 

（満３歳以上の

園児が利用す

るもの） 

室 

※うち満３歳以上

（   室） 

．  ㎡ 

調 理 室 

（ 調 理 設 備 ） 
室 

 

 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要が

わかる書類を添付すること。 

便 所 箇所 

□１階 

□２階 

□３階以上 
 

・設置階にチェックを入れること。 

・２階以上に設置する場合は、「施設設

備調書（様式第８号、第９号）」を作

成し提出すること。 

飲 料 水 用 設 備 箇所  

 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要が

わかる書類を添付すること。 

・飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗

用設備と区別して備えること。 

手 洗 用 設 備 箇所 

足 洗 用 設 備 箇所 



施設の名称：                    

 

４ 幼保連携型認定こども園である旨の掲示に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲示を行う場所について、図面又は写真（日本工業規格Ａ４版とすること。）を添付すること。 

 

５ 設備基準における移行特例適用の有無 （ □有 ・ □無 ） 

有無にチェックし、有の場合、施設の種類及び適用する移行特例の項目に○を記入すること。 

 

現在の施設の種類 

移行特例の項目 
幼稚園（認定こども園を含む。） 保育所（認定こども園を含む。） 

園舎の面積（様式第７号）   

保育室又は遊戯室の面積 

（様式第７号） 
  

園庭の面積（様式第７号）   

園庭の追加（様式第７号）   

園舎の構造（様式第８号）   

園児の待避上必要な設備 

（様式第８号） 
  

 

  ※平成２７年３月３１日現在で幼稚園又は保育所を設置する者が、 

  ①当該幼稚園又は保育所と同一敷地において、 

  ②当該幼稚園又は保育所の施設・設備を用いて幼保連携型認定こども園に移行する場合、 

 

   様式第７号及び第８号の基準を満たしていなくても、幼稚園又は保育所からの移行特例を適用する

ことができます。 

 

  平成２７年４月１日以降に建て替えを行った園舎で申請を行う場合、移行特例の適用はありません。 

   （増築・改築を行った園舎は移行特例の適用があります。）

（掲示を行う場所） 

 

  

（掲示内容） 

 

  



施設の名称：                    

 

様式第７号 

施 設 整 備 調 書 
 

１ 園舎及び保育室等 

 認 可 基 準 面 積  

園 舎 

【 基 準 】 

(ア)≧(Ａ) 

○園舎の面積基準 

学級数に応じた面積（下の表による）と満３歳未満の園児数に応じ算定した面積の合計 

・学級数（   ）クラス（ａ）／     ㎡ 

 

 

 

 

＋（Ｄ）＋（Ｆ）＝    ．  ㎡（Ａ） 

 

 

●園舎の面積：     ．  ㎡（ア） 

学級数 面積 

１学級 １８０㎡ 

２学級 ３２０㎡ 

３学級 ４２０㎡ 

４学級以上 １学級ごとに１００㎡増加 

※ 移 行 特 例

（保育所） 

【 基 準 】 

(ア)≧(Ａ´) 

○特例基準 

園児数に応じ算定した居室面積の合計⇒（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｅ）＝   ．  ㎡（Ａ´） 

乳児室又は 

ほふく室 

【 基 準 】 

(イ)≧（Ｂ） 

(ウ)≧（Ｃ） 

○乳児室の面積基準 

（満２歳未満でほふくしない園児数）×３．３㎡ 

（              人）×３．３㎡       ＝   ．  ㎡（Ｂ） 

●乳児室の面積：   ．  ㎡（イ） 

○ほふく室の面積基準 

（満２歳未満でほふくする園児数）×３．３㎡ 

（             人）×３．３㎡         ＝   ．  ㎡（Ｃ） 

●ほふく室の面積：   ．  ㎡（ウ） 

（Ｂ）＋（Ｃ）＝   ．  ㎡（Ｄ） 

保育室又は 

遊戯室 

【 基 準 】 

（エ）≧（Ｅ) 

（ｂ）≧（ａ） 

 

（※幼稚園の移

行特例適用時、

（ｂ）≧（ａ） 

の基準のみ使用） 

 

○保育室又は遊戯室の面積基準 

（満２歳以上の園児数）×１．９８㎡ 

（        人）×１．９８㎡            ＝   ．  ㎡（Ｅ） 

 

・満３歳以上の園児に係る保育室の数（ ）室（ｂ） 

 

●保育室等の面積：   ．  ㎡（エ） 

○園舎の面積基準の計算に使用する部分 

（満２歳以上３歳未満の園児数）×１．９８㎡ 

（            人）×１．９８㎡        ＝   ．  ㎡（Ｆ） 

 

  



施設の名称：                    

 

２ 園庭 

 認 可 基 準 面 積  

園 庭 

【 基 準 】 

(オ)≧(Ｇ) 

○園庭の面積基準 

学級数に応じた面積（①）と満３歳以上の園児数に応じ算定した面積（②）のうち大きいもの

（③）と、満２歳以上満３歳未満の園児数に応じ算定した面積（④）の合計 

 

 

 

 

 

 

＝       ．  ㎡（①） 

 ・満３歳以上の園児に応じ算定した面積 

（満３歳以上の園児数）×３．３㎡ 

（        人）×３．３㎡          ＝       ．  ㎡（②） 

       ［（①）と（②）を比較して大きい面積］  ＝       ．  ㎡（③） 

・満２歳以上満３歳未満の園児数に応じ算定した面積 

（満２歳以上満３歳未満の園児数）×３．３㎡ 

（             人）×３．３㎡     ＝       ．  ㎡（④） 

（③）  ＋  （④）        ＝       ．  ㎡（Ｇ） 

●園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に設ける園庭の面積：       ．  ㎡（オ） 

学級数 面積 

１学級 ３３０㎡ 

２学級 ３６０㎡ 

３学級 ４００㎡ 

４学級以上 １学級ごとに８０㎡増加 

※移行特例

（幼稚園） 

【 基 準 】 

(オ)≧(Ｈ) 

○特例基準 

学級数に応じた面積（①）と満２歳以上満３歳未満の園児数に応じ算定した面積（④）を合計

した面積 

（①）＋（④）                    ＝       ．  ㎡（Ｈ） 

※移行特例

（保育所） 

【 基 準 】 

(オ)≧(Ⅰ) 

○特例基準 

満２歳以上の園児数に応じ算定した面積 

（満２歳以上の園児数）×３．３㎡ 

（        人）×３．３㎡           ＝       ．  ㎡（Ⅰ） 

※移行特例

（幼稚園・ 

保育所） 

【 基 準 】 

（キ)≧(Ｈ) 

（幼稚園） 

 

（キ)≧(Ｉ)

（保育所） 

○特例基準 

園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に設ける園庭の面積（オ）が（①）又は（②）の面積以

上である場合［（オ）≧（①）又は（②）※］で、追加の園庭を設ける場所について、①園児が安

全に移動できる②園児が安全に利用できる③園児が日常的に利用できる④教育及び保育の適切

な利用が可能な場所であること。（※幼稚園は（①）、保育所は（②）を適用） 

 

 

（オ）   ．  ㎡＋（カ）追加する園庭の面積   ．  ㎡＝        ．  ㎡（キ） 

・学級数に応じた面積  学級数（   ）クラス 



施設の名称：                    

 

備える設備 

は全て記載 

すること 

様式第８号 

 

施設設備調書（保育室等を２階に設置する場合） 
 

確認事項 
幼保連携型認定こども園において保育室等（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所）を２階に設置

する場合は、以下の項目について記載すること。 

 

※１ 施設の状況について、項目ごと（幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。）から移行する場合は項目

２及び５）に内容に適合しているか確認すること。 

※２ 確認後、確認欄に○を付し、項目４については該当する番号を記入すること。 

※３ 各項目について証明する写真や書類等の写しを添付すること（日本工業規格Ａ４版縦長）。 

項目 内     容 確認欄 

１ 
保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止

するための柵等の設備が設けられていること。 
 

２ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建

築物であること。 

※保育所からの移行特例を適用する場合、下線部を「耐火建築物又は同条第９

条の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）」とすること。 

 

３ 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。  

４ 

次に掲げる避難用の設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 

 

① 屋内階段（建築基準法上の避難階段で次の条件を満たすもの） 

 ・１階から２階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室

を通じて連絡していること 

 ・階段室・バルコニー・付室は開口部・窓・出入り口を除き耐火構造の壁で囲

むこと 

 ・階段室及び付室の天井・壁の室内面は、下地・仕上げを不燃材料ですること 

 ・屋内からバルコニー又は付室に通じる出入り口は特定防火設備とすること 

 ・バルコニー又は付室から階段室に通じる出入り口は防火設備とすること 

 

② 待避上有効なバルコニー 

 

③ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又は非常

用の滑り台 

 

④ 屋外階段 

 

 

５ 

※幼稚園

から移行

する場合 

園児の待避上必要設備を備えること。  



施設の名称：                    

 

様式第９号 

施設設備調書（保育室等を３階以上に設置する場合） 
 

確認事項 
幼保連携型認定こども園において保育室等（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所）を３階以上に

設置する場合は、以下の項目について記載すること。 

※１ 施設の状況について、項目ごと（項目３及び５については、該当する番号を記載すること。）に内容

に適合しているか確認すること。 

※２ 確認後、確認欄に○を付すこと。 

※３ 各項目について証明する写真や書類等の写しを添付すること（日本工業規格Ａ４版縦長）。 

項目 内     容 確認欄 

１ 
保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止するため

の柵等の設備が設けられていること。 
 

２ 

常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。 

・屋内階段は建築基準法上の避難階段又は特別避難階段であること 

・保育室等が４階以上の場合、屋外階段は建築基準法上の屋外避難階段であること 

 

３ 

次に掲げる避難用の設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 

 

① 屋内階段（建築基準法上の避難階段で次の条件を満たすもの又は特別避難階段） 

 ・１階から３階（保育室等が４階以上の場合は保育室等が設けられている階）までの部

分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室を通じて連絡していること 

 ・保育室等が４階以上の場合、バルコニー又は付室には外気に向かって開くことのでき

る窓又は排煙設備（特別避難階段に設置するものその他有効に排煙できるもの）を有

すること 

 ・階段室・バルコニー・付室は開口部・窓・出入り口を除き耐火構造の壁で囲むこと 

 ・階段室及び付室の天井・壁の室内面は、下地・仕上げを不燃材料ですること 

 ・屋内からバルコニー又は付室に通じる出入り口は特定防火設備とすること 

 ・バルコニー又は付室から階段室に通じる出入り口は防火設備とすること 

② 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

※保育室等が４階以上の場合、耐火構造の屋外傾斜路のみ 

③ 屋外階段 

※保育室等が４階以上の場合、建築基準法上の屋外避難階段であること 

 

４ 
項目２及び３に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か

ら当該設備に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられていること。 
 

５ 

調理室に次に掲げる設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 

 

① 調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建

築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換

気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接す

る部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

② スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

③ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部

への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

 

６ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。  

７ 
非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている

こと。 
 

８ カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。  

９ 満３歳未満の園児の用に供するものであること（原則）。  



施設の名称：                    

 

 様式第１０号 

 

運営に関する計画書 
 

 平成  年  月  日現在 

 
 

 

１ 教育週数・開園日・開園時間・休園日 

教育週数      週                       ※３９週以上とすること。 

開 園 日 

保育を必要とする子ども

以外の子ども 
□日曜日□月曜日□火曜日□水曜日□木曜日□金曜日□土曜日 

保育を必要とする子ども □日曜日□月曜日□火曜日□水曜日□木曜日□金曜日□土曜日 

開  園  時  間     時    分  ～      時    分 

教育を行う時間 

平 日     時    分  ～      時    分 

土 曜 日     時    分  ～      時    分 

日 曜 日     時    分  ～      時    分 

教育及び

保育を 

行う時間 

平 日 
保 育 標 準 時 間     時    分  ～      時    分 

保 育 短 時 間     時    分  ～      時    分 

土 曜 日 
保 育 標 準 時 間     時    分  ～      時    分 

保 育 短 時 間     時    分  ～      時    分 

日 曜 日 
保 育 標 準 時 間     時    分  ～      時    分 

保 育 短 時 間     時    分  ～      時    分 

休 園 日 

保育を必要とする子ども以外 

（長期休業日） 

 

（上記以外の休園日） 

 

保育を必要とする子ども 
 

 

 

  



施設の名称：                    

 

２ 地域の子育て支援として実施する事業の概要 

 

事 業 名 事 業 内 容 
実施日数 

及び時間 
対 象 者 料 金 実 施 場 所 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給食の提供方法 
 

提 供 日 

１号 □日曜日□月曜日□火曜日□水曜日□木曜日□金曜日□土曜日 

２・３号 □日曜日□月曜日□火曜日□水曜日□木曜日□金曜日□土曜日 

調 理 場 所 □自園調理 □外部搬入 □調理設備 

その他の取組 

□あらかじめ作成した献立による食事の提供 

 

 

□食育（内容：園児用の畑で野菜の栽培や収穫体験を行い、給食の材料に使用 ） 

 

 

□アレルギー対応有 

 

  

※子育て支援事業の実施に当たり配慮する事項 

 

①子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援するものであること。 

②地域における教育及び保育に対する需要に照らし必要なものであること。 

③地域の人材、社会資源の活用を図るよう努められていること。 

④保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制で行うこと。 



施設の名称：                    

 

４ 職員又は職員であった者が正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らすこと

がないよう講じる必要な措置の概要 
 

項 目 

□秘密保持に係る規程の整備 □秘密保持に係る研修の実施 

□その他（具体例の欄に記載） 

具体例  

 
※措置の概要について裏付ける書類を添付すること。 

  （雇用契約書の写し、研修の実施計画等） 

 

５ 園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために講じる措置の概要 

 

項 目 

□相談、苦情受付窓口の設置 □相談、苦情内容の記録 

□その他（具体例の欄に記載） 

具体例  

 

 ※苦情受付体制に係る規定を整備している場合は、その書類の写しを提出すること。 

 



施設の名称：                    

 

様式第１１号 

 

教育及び保育に従事する職員の研修計画 
 

 

１ 目的 

 

 

 

 

 

２ 研修の主な内容 

（１）園長、副園長（教頭） 

   

 

 

 

 

（２）保育教諭等 

   

 

 

 

 

（３）その他の職員 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研修の実施方法 

   

 

  



施設の名称：                    

 

様式第１２号 

平成  年度 研修計画表 
 

 研 修 内 容 等 研 修 実 施 機 関 対 象 職 員 

４月    

５月    

６月    

７月    

８月    

９月    

１０月    

１１月    

１２月    

１月    

２月    

３月    

 

※様式第１１号と様式第１２号は、研修内容等が一致したものとなるように作成すること。 

  



施設の名称：                    

 

様式第１３号 

 

満３歳以上の園児に対する外部搬入実施に関する調書 
 

１ 確認事項 
幼保連携型認定こども園において満３歳以上の園児に対する食事の外部搬入を実施する場合は、設置

する調理設備について、以下の欄に記載すること。 

※１ 満３歳以上の園児に対する食事の外部搬入業務の内容について、項目ごとに内容と合致している

か確認すること。 

確認後、確認欄に○を付すこと。 

※２ 受託業者との契約書の写し又は案を添付すること（日本工業規格Ａ４版縦長）。 

※３ 受託業者の有する営業許可証等の写しを添付すること（日本工業規格Ａ４版縦長）。 

 

２ 必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備 
 

（調理機能を有する設備の概要） 

 

 

※３ 設備の概要がわかる資料（写真等）を添付すること（日本工業規格Ａ４版縦長）。 

項目 内     容 確認欄 

１ 

園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者

が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者

との契約内容が確保されていること。 

 

２ 

当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、市（保健所を含む。）等に属する栄養士

により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士によ

る必要な配慮が行われること。 

※指導を受ける栄養士の氏名及び所属【栄養士       所属      】 

 

３ 
調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識

し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 
 

４ 

園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー疾患、 

アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数及び

時機に適切に応じることができること。 

 

５ 

食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食

に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努める

こと。 

 

６ 必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。  



施設の名称：                    

 

様式第１４号 

 

   自園調理により食事を提供する園児が２０人に満たない場合の 

調理設備に関する調書 
 

 

確認事項 
幼保連携型認定こども園においてその園内で調理する方法（自園調理）により食事の提供を行う園児数

（１号認定子どもの数を含む。）が２０人に満たないため、調理室を設置しない場合は、設置する調理設備

について、以下の欄に記載すること。 

 

 

 

 

（自園調理を行うために必要な調理設備） 

 

 

※調理設備の概要がわかる資料（写真等）を添付すること（日本工業規格Ａ４版縦長）。 

（自園調理を行うために必要な調理設備の概要） 

 


